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告 示

北海道告示第５８９号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、次のとおり土地改良区
の役員の就任及び退任の届出があった。
平成２２年８月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
上ノ国土地改良区
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成２２．７．７ 理 事 鈴 木 敏 秋 檜山郡上ノ国町字豊田３８３番地の３
同 同 同 森 秀 行 同 字桂岡３８９番地
同 同 同 八 田 勇 同 字中須田８２６番地１
同 同 同 尾 田 学 同 字木ノ子２５番地
同 同 同 森 光 行 同 字中須田４０７番地の８
同 同 監 事 � 戸 文 雄 同 字中須田４４３番地
同 同 同 久 末 善 輝 同 字中須田９０７番地の１
退 任 同 ２２．７．６ 理 事 刀 祢 勝 彦 同 字木ノ子４７番地
同 同 同 草 間 一 信 同 字北村２３０番地の３
同 同 同 大 口 勇 同 字桂岡１４８番地

同 同 同 佐 藤 八 代 同 字北村２５３番地
同 同 同 鈴 木 敏 秋 同 字豊田３８３番地の３
同 同 監 事 � 戸 文 雄 同 字中須田４４３番地
同 同 同 伊 倉 正 幸 同 字宮越１２８番地の６
網走川土地改良区
就退任の別 就退任年月日 理事・監事の別 氏 名 住 所
就 任 平成２２．７．１１ 理 事 岡 田 大 実 網走郡大空町女満別本郷６１番地
同 同 同 齋 藤 義 孝 同 美幌町字美禽２４７番地の４
同 同 同 加 地 政 幸 同 大空町女満別豊里４６７番地の４
同 同 同 西 島 和 一 同 美幌町字稲美２４１番地
同 同 同 山 田 良 治 同 大空町女満別住吉４３３番地の３
同 同 同 井 上 良 幸 同 女満別本郷１７１番地の３
同 同 同 城 功 二 同 美幌町字美禽１２３番地の１２
同 同 監 事 石 澤 健 一 同 字稲美３０９番地
同 同 同 嶋 田 裕次郎 同 大空町女満別住吉８２番地
退 任 同 ２２．７．１０ 理 事 岡 田 大 実 同 女満別本郷６１番地
同 同 同 城 地 広 明 同 美幌町字美禽２５番地
同 同 同 齋 藤 義 孝 同 字美禽２４７番地の４
同 同 同 加 地 政 幸 同 大空町女満別豊里４６７番地の４
同 同 同 西 島 和 一 同 美幌町字稲美２４１番地
同 同 同 山 田 良 治 同 大空町女満別住吉４３３番地の３
同 同 同 井 上 良 幸 同 女満別本郷１７１番地の３
同 同 監 事 江 口 美世司 同 女満別住吉８７９番地
同 同 同 石 澤 健 一 同 美幌町字稲美３０９番地

北海道告示第５９０号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、次のとおり土地改良区
の定款の変更を認可した。
平成２２年８月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
認可年月日 土 地 改 良 区 名
平成２２．７．２１ てしおがわ土地改良区
同 空知川上流土地改良区

北海道告示第５９１号
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土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、平成２２年７月２１日、空
知川上流土地改良区の行う土地改良（維持管理）事業の土地改良事業計画の変更を認可した。
平成２２年８月３日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第５９２号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第１項の規定により、空知川上流土地改
良区が管理する山部頭首工に係る管理規程を認可した。
平成２２年８月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
認可した管理規程の概要
山部頭首工の維持、操作その他管理について必要な事項を定めている。

北海道告示第５９３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第３項の規定により、次の土地改良施設
に係る管理規程の変更を認可した。
平成２２年８月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
土 地 改 良 区 名 土地改良施設名 管 理 規 程 の 概 要
空知川上流土地改良区 勇振川頭首工 維持、操作その他管理について必要な事項を定めている。
同 ４線川頭首工 同
同 ８線川頭首工 同

北海道告示第５９４号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、次の地区について
道営土地改良事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、平成２２年８月４日から２０日間、一般の縦覧に供する。
平成２２年８月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
地区名 事 業 の 種 類 縦 覧 場 所
今 金 地域水田農業支援緊急整備［緊急整備型］（暗きょ排水、区画整理、客土、畦畔改良） 北海道檜山振興局
辺 渓 かんがい排水［一般］ 北海道上川総合振興局

北海道告示第５９５号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規

定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区域に指定する。
その関係図面は、北海道建設部土木局砂防災害課及び北海道渡島総合振興局函館建設管理
部に備え置いて縦覧に供する。
平成２２年８月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
松前館浜１１地区急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１６号までを順次結んだ線及び標柱１号と
標柱１６号とを結んだ線によって囲まれた区域
郡 町 字 地番 標柱番号
松前郡 松前町 館浜 ４９５番１ １
同 同 同 ４９７番 ２
同 同 同 同 ３
同 同 同 ５０７番１ ４
同 同 同 ５０３番 ５
同 同 同 ４６５番 ６
同 同 同 ４８３番１ ７
同 同 同 ２８６番 ８
同 同 同 ２８６番地先国有地 ９
同 同 同 ２９２番地先国有地 １０
同 同 同 ２９７番２ １１
同 同 同 ２７３番 １２
同 同 同 ２７４番 １３
同 同 同 ２８０番 １４
同 同 同 ２８６番 １５
同 同 同 同 １６

北海道告示第５９６号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７
号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災
害特別警戒区域として指定する。
平成２２年８月３日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
函館元町２（�－２－５－１０４３）

２ 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
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函館市元町（次の図のとおり）
３ 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

４ 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり
（「次の図」は省略し、その図面を北海道渡島総合振興局函館建設管理部に備え置いて縦
覧に供する。）

正 誤

○平成２２年３月３１日（号外第８号）
北海道規則第４５号（機構改正に伴う関係規則の整備に関する規則）中に次のとおり誤りが
あったので訂正する。
ページ 欄 行
２ 左 ２６
誤 」に改める。
正 」に改め、同様式その２中「北海道 支庁長等」を「北海道 総合振興局
長（ 振興局長、札幌道税事務所長）」に改め、同様式その３中「北海道
支庁長」を「北海道 総合振興局長（ 振興局長、札幌道税事務所長）」に
改める。
別記第４号様式その１中「北海道 支庁長等」を「北海道 総合振興局長
（ 振興局長、札幌道税事務所長）」に改め、同様式その１末尾欄外注意１の
事項中「支庁長等」を「総合振興局長等」に改め、同注意２の事項中「支庁長」
を「総合振興局長等」に改め、同様式その２中「北海道 支庁長」を「北海道
総合振興局長（ 振興局長、札幌道税事務所長）」に改め、同様式その２

末尾欄外注意１及び注意２の事項中「支庁長」を「総合振興局長等」に改め、同
様式その４中「（支庁長等」を「（ 総合振興局長、 振興局長、札幌道税
事務所長」に改め、同様式その４末尾欄外注意１の事項中「支庁長等」を「総合
振興局長等」に改め、同注意２の事項中「支庁長」を「総合振興局長等」に改め
る。

９ 右 ３
誤 別記第７号様式中「
正 別記第７号様式中「支庁長の」を「総合振興局長又は振興局長の」に、「

９ 右 １１

誤 同様式その２及びその３中
正 同様式その２中「 支 庁」を「 総合振興局（振興
局）」に、「支庁」を「総合振興局又は振興局」に改め、同様式その３中

１２ 左 １１
誤 」に改める。
正 」に改め、同様式（裏面）注意４の事項中「支庁長」を「総合振興局長若しく
は振興局長」に改める。

１４ 左 ２２
誤 別表第２の６０の項中
正 別表第２中「支庁の」を「総合振興局等の」に改め、同表の６０の項中

○平成２２年３月３１日（号外第９号）
北海道・北海道教育委員会・北海道警察本部訓令第１号（機構改正に伴う関係訓令の整備
に関する訓令）中に次のとおり誤りがあったので訂正する。
ページ 欄 行
５ 右 ２３
誤 」に改め
正 」に、「、支庁」を「、総合振興局及び振興局」に改め
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